
 職場・地域で労働問題の相談に携わる方のために、上記の講座を開設

します。ＣＵ東京・三多摩では、これまで三多摩地域で働く方からの相談を

受け、顧問弁護士や社会保険労務士など専門家のご協力を得ながら、相

談者に寄り添って多くの個別労働紛争の解決を図ってきました。 

しかしながら、雇用労働をめぐる環境は現在も悪化する一方、悩みや要

求を持つ方のアクセスも増加中です。 

講座は、地域で労働相談に対応する方や労働法など学びたいとの青

年学生等からの要望に応えていく労働相談員育成をめざす連続講座で

す。相談にどう対応すればよいか、実践的経験を学びたい、そうした疑問にも応えられる講座にできればと思います。

下記講座にふるってお申込み下さい。 

 ◇募集対象 

  三多摩地域で活動する労組役員・相談員、ＣＵ東京 

組合員・相談員・その他。申込み締切り１/１３（金） 

 ◇日程・内容（１回のみの受講も可）       

 2023 年１月～12 月の毎月第３土曜日(詳細は裏面) 

 ◇会場 

 第１回の１月 21 日（土）は「小金井市婦人会館」 

  ※ＪＲ東小金井駅北口より徒歩５分（梶野交差点のファミリーレストランを右折し５０ｍ先右手）。 

 第２回目より「北多摩西教育会館３階会議室」を予定（国立駅北口より徒歩５分） 

講師は弁護士、社会保険労務士、労組役員等を予定しています。 

◇受講料（会場費・資料代・講師謝礼等） 

 全 12 回受講 10,000 円、１回のみの受講 1,000 円、他にメインテキスト「労働相談実践マ 

ニュアル」（日本労働弁護団編集）１冊 5,500 円（税込み）のご負担をお願いします。またサブ 

テキスト・資料を担当講師が準備します。 

労働相談員を育成！連続講座のご案内 
           主催 ＣＵ東京  協賛 東京地評、三多摩労連 

東京地評、三多摩労連、 

 

 

第１回は、１月 21日（土） 

（時間１３時３０分～１６時３０分） 

講師 尾林芳匡弁護士 

八王子合同法律事務所の尾林先生よりガイダ

ンス、労働契約のあらましについての講義となり

ます。 

＜事務局＞  コミュニティユニオン（ＣＵ）東京・三多摩協議会 
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